
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規資格取得 

高圧ガス輸送員認定講習 
 

千葉県では、高圧ガス輸送上の災害防止を図るため「千葉県高圧ガス輸送保安基準」が制定されており、高圧ガス

を輸送する場合は千葉県基準第５条に該当する者でなければなりません。（Ｐ２参照）これから高圧ガス輸送に従事さ

れる方を対象に、新規資格取得講習（認定講習）を実施いたしますので、該当する方はお申込みください。 
 

受講対象者 ● 高圧ガス（Ｐ２参照）を輸送するための資格をこれから取得しようとする方 
 

日 時 ●令和８年７月９日(木) ９時３０分～１２時００分 

講 習 ： ９時３０分～１１時２５分（開場・受付：９時００分～） 

検定試験 ： １１時３５分～１２時００分（試験説明含む） 
 

会 場 ● 千葉県ガス石油会館 ５階（定員１００名） 千葉市中央区中央港１－１３－１ 

※受講者用の駐車場はありません。 
 

受 講 料 ● （非課税） 会員 ６，０００円   非会員 １０，０００円 
＊会員とは（一社）千葉県高圧ガス保安協会・千葉県高圧ガス流通保安協会の会員事業所です。 
不明な場合は、協会までお問い合せください。（043-246-0027） 

 

申 込 方 法 ● ①お申込みフォームに入力→送信する。 

②送信後、一か月以内に人数分の受講料を協会指定の銀行口座へ送金する。 

③自動返信メール本文を印刷し、証明写真(縦 3.0㎝×横 2.4㎝、写真用紙使用)を貼付する。 

          ※インターネット環境が無い場合は、紙の申込書を郵送いたします。 

返信用封筒(切手貼付、返信先を記入)とメモ(輸送員認定講習案内希望と記入)を 

協会まで送付してください。 

►►► お申込みフォーム https://qr.paps.jp/BJtZ5 

 

  
 

【受講料お振込み先】 

千葉銀行本店営業部 普通預金口座 №３３７０９３６ 

一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会 
 

＊振込手数料はご負担願います。 
 

 
 

申 込 期 間 ● 案内書受取り日より令和８年６月３０日（火）まで 

       ※キャンセル期間は７月３日(金)までです。期間後は受講料が発生いたします。 

※受講者の変更は可能です。 
 

当日の持ち物 ● ①受講・受検票（お申込み時の自動返信メール本文を印刷し、証明写真を貼付したもの） 

②筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）※検定試験で使用します。 
 

講習修了の認定 ● 所定の講習を修了し、検定試験に合格した方に「高圧ガス輸送員証」を交付します。 
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千高協発第 4号 
令和 8年 5月 11日 

（一社）千葉県高圧ガス保安協会 
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 受講対象者  高圧ガス(*表 参照)を輸送するための資格をこれから取得しようとする方 

  

 千葉県高圧ガス輸送保安基準 ～第５条より 

  輸送従事者のうち運転者又は同乗者のいずれか１名は、次の各号に掲げるものでなければならない。 

  

 （１）高圧ガス移動監視者  次に掲げるもののうち、いずれか一つに該当する者 

 ア. 高圧ガス製造保安責任者免状（冷凍保安責任者免状を除く。）の交付を受けている者 

 イ. 
特別民間法人高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定

に合格した者（特殊高圧ガスを含む） 

 （２）高圧ガス輸送員 

 ア. 高圧ガス輸送員認定講習を修了した者 

 イ. 高圧ガス販売主任者免状の交付を受けている者 

 ウ. 液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者 

 エ. 液化石油ガス業務主任者代理者講習を修了した者 

 オ. 液化石油ガス保安業務員講習を終了した者 

 カ. 液化石油ガス調査員認定書を有する者又は調査員講習を修了した者 

 キ. 液化石油ガス充てん作業者講習を修了した者 

 ク. その他各都道府県知事が適格と認めた者 

   
 
 
 

＊表  千葉県高圧ガス輸送員の資格で輸送できるガスの種類と数量 

種 類 高圧ガスの種類と数量 

圧縮ガス 容積 300㎥未満の可燃性ガス・酸素、容積 100㎥未満の毒性ガス 

液化ガス 質量 3,000kg未満の可燃性ガス・ＬＰガス・酸素、質量 1,000kg未満の毒性ガス 

その他のガス 空気、不活性ガス 
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（受講者情報の取扱いについて） 

（一社）千葉県高圧ガス保安協会（C-KHK）は、講習の申し込みをされた方のプライバシーを尊重します。また、講習申込の際

に氏名、生年月日、住所等の個人情報を収集しますが、これらの情報はこの講習の受付・採点・合否結果通知・輸送員証作

成のために使用する他、定期保安講習の案内送付に使用いたします。 

C-KHK は、個人情報について適切な管理を行っています。 


